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〇重点目標 

宜野座村地域活動支援センターアイリスは、積極的に地域社会とのつながりを持つこと

が難しく、孤立してしまうような障がい者に対して日中の居場所づくりや生きがいづくり、

日常生活での困りごとを相談できる機会の提供などを行い、地域社会との交流を促進しま

す。また、専門職による医療・福祉の領域や地域の社会基盤との連携強化のための調整、

地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発などを行います。 

○基本方針 

１．利用者一人ひとりの人格を尊重すると共に、障がい状況や発達段階を考慮しながら、 

生活や余暇の取り組みを通して利用者の社会的活動の広がりと自立への支援を推進 

します。 

２．利用者が健康で豊かな社会生活を送れるよう行政、地域、その他関係機関と連携を 

図ります。 

３．利用者の皆様の悩みや相談を受け止め、安心と癒しを提供することで来所しやすい 

環境を整備します。 

４．創作的活動、生産活動の機会の提供、社会生活との交流の促進、日常生活に関する 

指導、レクリエーション、余暇における支援を行います。 

５．来所に限らず、電話、メール、訪問等で、生活や障がいに関する相談を受付け、訪 

問等の適切な支援を行っていきます。 

１．支援の充実  

①創作的活動 

・手芸・裁縫（ミシン使用）・折り紙・塗り絵 

②生産活動の機会の提供 

・プラ板のキーホルダー作製・販売 

③社会との交流促進   

・事業所見学（就労支援事業所、グループホーム、地域活動支援センター） 

・利用者が様々な社会経験を重ねるため、行事は計画段階から利用者の意見によっ 

て進めていきます。 

④日常生活に関する指導 

利用者の健康を保持・増進し、地域社会の中でより豊かな生活を促すため、日 

常生活動作への支援を行います。 

・調理実習 

・買い物支援 

⑤レクリエーション 

利用者が生活の中で必要としている作業や日常生活動作でない第三の活動として行 

事等を行い、余暇の充実・リフレッシュを図ります。 

・ピクニック（苺狩り、散歩等） 

・利用者の誕生日会 

・クリスマス会 



 

⑥その他利用者の支援に関する事 

・安全の確保を最優先に支援を行います。また、送迎を希望する利用者に対して、 

指定された場所からの送迎を行います。 

・専門職は、定期的に利用者と面談し、利用者の強みを生かしエンパワーメントを 

促すための方針を立て、本人、家族、職員と共有します。 

・職員間で常に連携に努め、利用者の個別の支援にもチームで取り組みます。 

⑦相談支援 

  ・利用者への相談支援、家族支援、関係機関との連携を図ります。 

・何らかの理由でひきこもりになっている方に、訪問や電話等の支援を行い、家族 

を支援し、健康で幸せな地域生活が築けるよう援助していきます。 

２．円滑な運営と業務の推進  

①施設での支援水準を高める職員研修を実施し、職員間でその内容の共有を図ります。 

②施設、備品などの整備に努めます。 

③村民への理解と協力を広げるために広報啓発活動を企画、実施します。 

３．利用者、家族との連携  

①日頃の支援の中で、利用者や家族のニーズを掴むよう努めます。 

②送迎時など、家族とコミュニケーションを積極的に行い、必要な場合は家族支援 

を行います。 

③利用者、家族の個人情報の保護を厳守します。 

④支援のため他機関・他事業所間と情報共有が必要な場合は、利用者、家族の同意 

を得て必要な範囲に限り行います。 

４．地域との連携  

①行政、地域の団体等と協力関係を深め、施設の発展充実に取り組みます。 

②センター事業をアピールし、障がい者の理解を深めるため、各種行事に積極的に 

参加します。 

③利用者とその家族、地域の障がい者等とその家族、関係者との交流を深め、余暇 

支援の充実を図ります。 

５．支援センター機能を強化するための取り組み 

①社協事務局（地域福祉担当）と連携して、ボランティアの育成に努めます。 

②社協だよりや、各種団体の勉強会等で障がい者の理解を促し共生社会の実現に向 

けて啓発活動を行います。 

③就労が困難な利用者への支援の強化に努めます。 

④病院受診を希望する利用者に対し、同行の支援を行います。 

⑤必要に応じて研修会や勉強会等を活用し、職員のスキルアップ向上に努めます。 

 

 

 



 

６．苦情解決のとりくみ  

①利用者の苦情を聞き、話し合いによって解決するよう努めます。また、利用者か 

らの意見等が出やすい環境構築に努めます。 

７．【主な年間行事予定】令和５年度 

月 行 事 名 内         容 

通  年 事業所見学 

誕生日会 

調理実習 

買い物支援 

必要に応じて実施予定 

利用者の誕生日月 

毎月予定 

利用者の必要に応じて実施 

4 月 いちご狩り 

ピクニック 

近くのいちご農園でいちご狩りを楽しむ 

近場で利用者の希望の場所へ行く 

5 月 カラオケ大会 皆でカラオケを楽しむ 

6 月 お菓子作り お菓子作りとおしゃべりを楽しむ 

7 月 ショッピング 皆で買い物を楽しむ 

8 月 7月遊びの集い 

納涼祭 

村内青年会のエイサーや獅子舞演舞等の鑑賞＊旧盆中

交流会に参加し当事者家族、関係者が集い親睦を深め

る 

9 月 チャリティー 障害者家族会（ひるぎの会）等社協及び民間のチャリティー事

業の参加 

10 月 カラオケ大会 皆でカラオケを楽しむ 

11 月 ピクニック 散歩、お弁当を食べる 

12 月 年忘りの集い 

クリスマス会 

社協在宅福祉サービス利用者と福祉関係機関、団体等が一堂に

会しての参加 

利用者・支援員との交流会 

1 月 花  見 桜祭りを楽しむ 

2 月 キャンプ見学 阪神タイガースを応援する 

3 月 オープンガーデン 

つつじ祭り 
村内のオープンガーデンの見学 

つつじ祭りを楽しむ 

 


